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建設ＤＸ加速化事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 建設ＤＸ加速化事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）の規定

によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付申請） 

第２条 建設ＤＸ加速化事業実施要領第９条の規定により、補助対象事業者に選定され

た者が補助金の交付の申請をする場合は、補助金交付申請書（様式第１号）を知事に

提出するものとする。 

 

（補助金交付の条件等） 

第３条 補助金の交付を決定するに当たっては、財務規則第２４９条の規定により、次

に掲げる事項について条件を付すものとする。 

 (1) 補助金を目的以外に使用しないこと。 

 (2) 次に掲げる場合はあらかじめ知事の承認を受けること。 

  ア 補助事業の内容を変更するとき（軽微な変更を除く。） 

  イ 補助事業を中止し、又は廃止するとき 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれるときは、速やかに知事に報告

し、その指示を受けること。 

 (4) 法令その他の関係規定を遵守するとともに、知事の指示及び命令事項を確実に履

行すること。 

２ 前項第２号の規定による知事の承認の申請は、次に掲げる申請書によるものとする。 

 (1) 補助事業変更承認申請書（様式第２号） 

 (2) 補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号） 

３ 第１項第２号の規定による軽微な変更の範囲は、補助金の交付目的に反しない事業

内容の変更で、次に掲げるすべてのものに該当するものとする。 

 (1) 補助金の交付決定額の２０パーセント未満の減変更 

 (2) 補助対象経費の２０パーセント未満の増減変更  

 

４ 第１項第３号の規定による報告は、補助事業実施状況報告書（様式第４号）による

ものとする。 

 

 （交付決定通知等） 

第４条 財務規則第２５０条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付決
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定通知書（様式第５号）によるものとし、財務規則第２５２条の規定による変更交付

決定の通知は、補助金交付決定変更書（様式第６号）によるものとする。また、前条

第１項による補助事業変更承認の通知は、補助事業変更承認書（様式第７号）による

ものとする。 

 

 （状況報告） 

第５条 前条の補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、知

事が報告を求めた場合には、補助事業の遂行状況について、補助事業遂行状況報告書

（様式第８号）を提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第６条 この補助金の実績報告は、補助事業完了後１５日以内又は当該年度２月２８日

のいずれか早い日までに補助事業実績報告書（様式第９号）を提出して行うものとす

る。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

  (1) 事業実績書（様式第１０号） 

  (2) 収支精算書（様式第１１号） 

 (3) 財産取得状況報告書（様式第１２号） 

 

 （補助金の額の確定） 

第７条 財務規則第２５６条の規定による額の確定は、補助金の額の確定通知書（様式

第１３号）によるものとする。 

 

 （補助金の請求及び概算払） 

第８条 補助金の請求は、請求書に請求すべき根拠を証明する書類を添付するものとす

る。 

２ 財務規則第２５８条第２項の規定により補助金の概算払を受けようとする事業者

は、補助金等概算払（前金払）申請書（様式第１４号）に請求書を添えて提出するも

のとする。 

 

 （財産処分の制限等） 

第９条 財務規則第２６１条の規定により、知事の承認を受けなければ処分をすること

ができない財産は、設備、機械器具、装置、構築物、無形財産であって、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定するもののうち

補助事業が完了した日の翌日から起算して同省令にそれぞれ定める耐用年数を経過

していないものとする。 
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２ 前項の承認は、取得財産目的外処分承認申請書（様式第１５号）によるものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の承認を受け財産を処分した場合において、その処分に伴い

収益を得たときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付し

なければならない。 

 

 （帳簿等の整備） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の経理について収支の事実に関する証拠書類を整理

し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しな

ければならない。 

 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則（令和４年３月１８日技管－７６３） 

 この要綱は、令和４年３月１８日から施行する。 

 

   附 則（令和４年６月２１日技管－２１３） 

 この要綱は、令和４年６月２１日から施行する。 

 

   附 則（令和６年３月２２日技管－９０６） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


